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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
　当社は、過去の決算における一部の取引に関する会計処理の修正を要する可能性のある事象の判明後、平成22年４月19日付

で、平成18年３月期から平成20年３月期にかかる有価証券報告書及び平成20年３月期にかかる半期報告書の訂正報告書を、平

成22年４月20日付で平成19年３月期にかかる半期報告書及び平成21年３月期以降の四半期報告書及び有価証券報告書の訂正

報告書を関東財務局へ提出いたしました。

　また当社は、過去の業績に影響を与える事象の発生後、迅速に調査を行い、ただちに不適切な会計処理の修正を行うべきであ

るとの考えに基づき活動を実施しておりましたが、一方で、会計処理の修正後も修正内容の妥当性の再検証を行うとともに、シ

ステム開発案件に関するリリースの状況に焦点を当てた詳細な追加調査をより厳格かつ網羅的に行っておりました。

　その結果、過去の決算における一部の取引に関する修正内容の訂正および一部の取引に関する新たな修正を要することが判

明いたしましたので、平成22年６月16日付で平成18年３月期から平成21年３月期にかかる有価証券報告書、平成18年３月期か

ら平成20年３月期にかかる半期報告書、及び平成21年３月期以降の四半期報告書の訂正報告書を関東財務局へ提出いたしまし

た。

　以上の訂正報告書の提出に伴い、平成21年10月２日に提出した有価証券届出書において、第四部　組込情報につき訂正すべき

事項が生じましたので、これを訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
第四部　組込情報

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所には＿＿＿を付して表示しております。
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第四部【組込情報】
 

　　（訂正前）

　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

 有価証券報告書
事業年度
（第13期）

　自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日

平成21年６月29日
関東財務局長に提出

 四半期報告書
事業年度

（第14期第１四半期）
　自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日

平成21年８月13日
関東財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して提出した

データを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライン）Ａ４－１

に基づき本届出書の添付書類としております。

 

　　（訂正後）

　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

 有価証券報告書
事業年度
（第13期）

　自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日

平成21年６月29日
関東財務局長に提出

 
有価証券報告書の
訂正報告書

事業年度
（第13期）

　自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日

平成22年４月20日
関東財務局長に提出

 
有価証券報告書の
訂正報告書

事業年度
（第13期）

　自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日

平成22年６月16日
関東財務局長に提出

 四半期報告書
事業年度

（第14期第１四半期）
　自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日

平成21年８月13日
関東財務局長に提出

 
四半期報告書の訂
正報告書

事業年度
（第14期第１四半期）

　自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日

平成22年４月20日
関東財務局長に提出

 
四半期報告書の訂
正報告書

事業年度
（第14期第１四半期）

　自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日

平成22年６月16日
関東財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して提出した

データを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライン）Ａ４－１

に基づき本届出書の添付書類としております。
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独立監査人の監査報告書
平成２２年６月１６日

ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社

取締役会 御中

　

　

優成監査法人　 　

　 代表社員

業務執行社員
　 公認会計士 加藤善孝 印

　代表社員

業務執行社員
　 公認会計士 本間洋一 印

　 　 　 　 　 　 　

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるユニバーサルソリューションシステムズ株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第１２期

事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細

表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対す

る意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ユニバーサ

ルソリューションシステムズ株式会社の平成２０年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

１．第５【経理の状況】２監査証明についてに記載されているとおり、会社は金融商品取引法第２４条の２第1項の規定

に基づき財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の財務諸表について監査を行った。

２．重要な後発事象１に記載されているとおり、会社は平成２０年５月２２日開催の取締役会決議に基づき、同日、株式会

社光通信との業務提携に関する基本合意書を締結した。

３．重要な後発事象２に記載されているとおり、会社は平成２０年５月２２日開催の取締役会において、第三者割当によ

る新株式の発行を決議し、平成２０年６月１０日に払込みが実施されている。

４．重要な後発事象３に記載されているとおり、会社は平成２０年５月２２日開催の取締役会において、第三者割当によ

る転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、平成２０年６月１０日に払込みが実施されている。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
平成２２年４月１９日

ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社

取締役会 御中

　

　

優成監査法人　 　

　 指定社員

業務執行社員
　 公認会計士 加藤善孝 印

　指定社員

業務執行社員
　 公認会計士 本間洋一 印

　 　 　 　 　 　 　

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

るユニバーサルソリューションシステムズ株式会社の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの第１３期事

業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表

について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する

意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ユニバーサ

ルソリューションシステムズ株式会社の平成２１年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

１．第５【経理の状況】２監査証明についてに記載されているとおり、会社は金融商品取引法第２４条の２第１項の規定

に基づき財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の財務諸表について監査を行った。

２．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前々事業年度、前事業年度において営業損失、当期純損

失を計上し、当事業年度においても、営業損失521,048千円、当期純損失578,887千円を計上している。また、営業活動に

よるキャッシュ・フローも、前事業年度に引き続きマイナスになっている状況において、平成20年12月に償還した社

債の償還資金として調達した短期借入金150,000千円があり、今後のキャッシュ・フローの状況に影響を与える可能

性があることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前

提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由につ

いては当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の

影響は財務諸表に反映されていない。

３．重要な後発事象１に記載されているとおり、会社は平成２１年４月２日に第三者割当による新株式発行を行った。

４．重要な後発事象２に記載されているとおり、会社は平成２１年４月３日に無担保転換社債型新株予約権付社債の買入

消却を行った。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
平成２２年６月１６日

ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社

取締役会 御中

　

　

優成監査法人　 　

　 指定社員

業務執行社員
　 公認会計士 加藤善孝 印

　指定社員

業務執行社員
　 公認会計士 本間洋一 印

　 　 　 　 　 　 　

　

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているユニバーサルソ

リューションシステムズ株式会社の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの第13期事業年度の第1四半期会

計期間（平成２０年４月１日から平成２０年６月３０日まで）及び第１四半期累計期間（平成２０年４月１日から平成

２０年６月３０日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・

フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社の平成２０年６月３０日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

　　第５【経理の状況】２監査証明についてに記載されているとおり、会社は金融商品取引法第２４条の４の７第４項の

規定に基づき四半期財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の四半期財務諸表について四半期レビューを

行った。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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